
資
産
査
定
中
心
か
ら
本
来
の
プ
ロ
セ
ス
・
チ
ェ
ッ
ク
重
視
へ�

自
主
的
経
営
改
善
へ
の
動
機
付
け
と
な
る�

検
査
を
実
施�

�

【特集】�

新
検
査
行
政
の
焦
点
� 〇

五
年
度
の
検
査
行
政
は
「
画
期
的
」
な
方
向
転
換
を
打
ち
出
し
た
。

九
〇
年
代
の
デ
フ
レ
不
況
下
の
不
良
債
権
処
理
―
―
〇
二
年
秋
か
ら
の

「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
下
の
緊
急
対
応
型
特
別
検
査
に
よ
る
資
産

査
定
か
ら
、
「
評
定
制
度
」
に
よ
る
自
主
的
な
経
営
改
善
へ
の
動
機
付

け
と
検
査
に
お
け
る
利
用
者
保
護
の
重
視
な
ど
、
状
況
の
変
化
を
取
り

入
れ
た
平
常
時
に
お
け
る
検
査
へ
の
転
換
だ
。�

検
査
の
透
明
性
・

予
測
可
能
性
を
高
め
る

「
検
査
基
本
指
針
」「
評
定
制

度
」
の
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
、
〇
五

事
務
年
度
の
検
査
方
針
も
発
表
さ
れ

た
。
金
融
監
督
が
危
機
モ
ー
ド
か
ら

平
時
モ
ー
ド
へ
移
行
す
る
な
か
、
検

査
行
政
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い

く
の
か

金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
不
良

債
権
問
題
へ
の
緊
急
対
応
に
重
点
を

お
い
て
い
た
が
、
今
後
は
、
金
融
改

革
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
も
示
し
て
い
る
よ

う
に
、
民
の
力
を
中
心
に
望
ま
し
い

金
融
シ
ス
テ
ム
を
実
現
す
る
未
来
志

向
の
フ
ェ
ー
ズ
に
移
っ
て
い
く
。

そ
う
し
た
な
か
で
検
査
に
関
し
て

は
三
つ
の
柱
が
あ
る
。
第
一
は
、
自

主
的
・
持
続
的
な
経
営
改
善
に
結
び

つ
く
よ
う
な
検
査
を
行
う
こ
と
、
第

二
は
金
融
検
査
の
透
明
性
・
予
測
可

能
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
、
第
三
は

効
率
的
な
検
査
と
い
う
こ
と
。
こ
う

し
た
点
を
実
現
す
る
た
め
に
「
基
本

指
針
」「
評
定
制
度
」「
検
査
上
の
運

用
改
善
」
を
ま
と
め
た
。

第
一
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
金
融

機
関
の
自
主
的
な
経
営
改
善
に
向
け

た
動
機
付
け
と
な
る
よ
う
評
定
制
度

を
導
入
す
る
。
基
本
指
針
で
五
つ
の

基
本
原
則
を
示
し
た
が
、「
補
強
性

検
査
行
政
は
、
金
融
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
新
た
な
フ
ェ
ー
ズ
に
入
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
金
融
検
査
を

金
融
機
関
の
自
主
的
な
経
営
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
だ
。
そ
の
観
点
か
ら
、「
金
融
検
査
に
関
す
る
基
本
指
針
」

を
策
定
す
る
こ
と
で
手
続
の
透
明
性
、
予
測
可
能
性
を
高
め
た
ほ
か
、「
金
融
検
査
評
定
制
度
」
の
導
入
と
そ
の
後
の

選
択
的
行
政
対
応
に
よ
っ
て
、
経
営
改
善
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
。
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【
特
集
】

新
検
査
行
政
の
焦
点
�

リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
レ
ベ
ル
感
を
示
し
、
�

経
営
改
善
へ
の
動
機
付
け
に
�

四
段
階
評
価
で
選
択
的
行
政
対
応
へ
反
映�

金
融
庁
　
検
査
局
　
総
務
課�

調
査
室
長
　

黒
澤
　
利
武�

課
長
補
佐
　

瀬
戸
口
　

孝
治�

攻
め
の
リ
ス
ク
管
理
態
勢

の
構
築
へ

評
定
制
度
導
入
に
至
っ
た
背
景
に

は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
を
巡
る
局
面
が

一
つ
の
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
て
い

る
と
の
認
識
が
あ
る
。
バ
ブ
ル
崩
壊

以
来
、
長
き
に
わ
た
り
金
融
セ
ク
タ

ー
を
さ
い
な
ん
で
き
た
不
良
債
権
問

題
に
も
、
よ
う
や
く
正
常
化
へ
の
道

筋
が
み
え
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
周
囲

に
目
を
転
ず
れ
ば
、
規
制
緩
和
、
技

術
革
新
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
等
、
め
ざ

ま
し
い
環
境
変
化
が
進
展
し
て
い

る
。こ

う
し
た
な
か
、
金
融
機
関
に
は

守
り
の
リ
ス
ク
管
理
一
辺
倒
で
は
な

く
、
リ
タ
ー
ン
も
ふ
ま
え
た
、
い
わ

ば
攻
め
の
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
構
築

が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
自
ら
の

体
力
や
特
性
に
照
ら
し
て
ふ
さ
わ
し

い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
自
ら
構
築
し

て
い
く
こ
と
が
、
金
融
機
関
に
期
待

さ
れ
る
新
し
い
経
営
の
あ
り
方
と
な

っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
バ

ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
る
の
は
、
ガ
バ
ナ

ン
ス
、
す
な
わ
ち
各
金
融
機
関
の
経

営
管
理
の
あ
り
方
で
あ
る
。

経
営
管
理
と
は
、
た
ん
に
問
題
が

起
こ
ら
な
い
よ
う
に
組
織
を
内
部
管

理
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら

に
進
ん
で
、
将
来
を
見
据
え
た
戦
略

を
統
一
的
な
管
理
体
制
の
下
で
築
き

上
げ
る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
時
代
認
識
の
も
と
、
あ

ら
た
め
て
、「
民
」
と
「
官
」
の
適

切
な
距
離
感
を
見
出
す
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も

金
融
機
関
経
営
の
あ
り
方
は
、

「
民
」
の
自
己
責
任
で
決
め
る
の
が

金
融
庁
は
、
昨
年
一
二
月
二
四
日
に
公
表
さ
れ
た
金
融
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お

い
て
、
現
在
の
金
融
シ
ス
テ
ム
を
巡
る
局
面
を
「
不
良
債
権
問
題
へ
の
緊
急
対

応
か
ら
脱
却
し
、
未
来
志
向
の
局
面
（
フ
ェ
ー
ズ
）
に
転
換
し
つ
つ
あ
る
」
と

し
た
う
え
で
、
望
ま
し
い
金
融
シ
ス
テ
ム
を
「
民
」
の
力
に
よ
り
実
現
す
る
た

め
の
具
体
的
な
施
策
の
一
つ
と
し
て
、「
検
査
に
お
け
る
評
定
制
度
の
導
入
等

に
よ
る
メ
リ
ハ
リ
の
効
い
た
効
果
的
・
選
択
的
な
行
政
対
応
」
を
提
案
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
当
庁
は
、
外
部
有
識
者
を
加
え
た
「
評
定
制
度
研
究
会
」
を
検

査
局
内
に
設
け
た
。
当
研
究
会
で
は
、
評
定
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
専
門
的

・
技
術
的
観
点
か
ら
一
四
回
に
わ
た
る
検
討
を
重
ね
、
そ
の
成
果
と
し
て
「
評

定
制
度
研
究
会
報
告
書
」（
以
下
「
報
告
書
」）
を
と
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
今
般
、
当
庁
は
、
報
告
書
等
を
ふ
ま
え
て
「
金
融
検
査
評
定
制
度
（
Ｆ
Ｉ

Ｒ
Ｓ
Ｔ
、
注
）」
を
策
定
し
、
検
査
局
長
通
達（
〇
五
年
七
月
一
日
付
）と
し
て

発
出
し
た
。
金
融
検
査
評
定
制
度
の
基
本
的
な
考
え
方
や
内
容
に
つ
い
て
は
、

同
報
告
書
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
金
融
検
査
評

定
制
度（
Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
）の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い

（
注：

略
称
Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
Ｔ＝

F
in
a
n
c
ia
lIn
s
p
e
c
tio
n
R
a
tin
g
S
ys
te
m

）。
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【
特
集
】

新
検
査
行
政
の
焦
点
�

〇
五
検
査
事
務
年
度
検
査
基
本
方
針
�

お
よ
び
検
査
基
本
計
画
�

�個
人
情
報
保
護
、
説
明
責
任
な
ど
利
用
者
保
護
を
重
視�

金
融
庁
　
検
査
局
　
総
務
課�

課
長
補
佐
　

木
村
　
隆�

「
評
定
制
度
」
を

ふ
ま
え
た
検
査

本
事
務
年
度
に
お
い
て
は
、
金
融

機
関
の
自
主
的
か
つ
持
続
的
な
経
営

改
善
に
向
け
た
取
組
み
を
促
進
す
る

た
め
、
七
月
一
日
に
策
定
・
公
表
し

た
「
金
融
検
査
に
関
す
る
基
本
指

針
」
に
の
っ
と
っ
た
検
査
を
実
施
す

る
と
と
も
に
、「
金
融
検
査
評
定
制

度
」
を
ふ
ま
え
た
取
組
み
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、

検
査
モ
ニ
タ
ー
制
度
の
運
用
改
善

や
、
指
摘
事
例
集
の
公
表
な
ど
に
よ

り
、
一
層
の
検
査
の
透
明
性
、
予
測

可
能
性
、
効
率
性
お
よ
び
実
効
性
の

向
上
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
検
査
に
お
け
る
重
点
事
項

と
し
て
、
�
利
用
者
保
護
へ
の
対

応
、
�
中
小
企
業
の
事
業
再
生
や
地

域
の
再
生
・
活
性
化
へ
の
対
応
、
�

プ
ロ
セ
ス
・
チ
ェ
ッ
ク
に
重
点
を
お

い
た
法
令
等
遵
守
態
勢
お
よ
び
リ
ス

ク
管
理
態
勢
の
広
範
な
検
証
、
�
金

融
の
国
際
化
・
構
造
変
化
へ
の
対

応
、
を
掲
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

検
査
重
点
事
項

例
年
、
検
査
基
本
方
針
は
、
何
を

検
証
す
る
か
と
い
う
重
点
事
項
を
中

心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の

検
査
基
本
方
針
は
、「
金
融
検
査
に

関
す
る
基
本
指
針
」
お
よ
び
「
金
融

検
査
評
定
制
度
」
が
策
定
、
公
表
さ

れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
い
か
に
検
証
す

る
か
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
取
り
上

げ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
主
要
行
の
不
良
債
権
問
題
の
正

常
化
を
図
る
と
の
「
金
融
再
生
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
の
目
標
達
成
を
受
け
、
利

用
者
保
護
へ
の
取
組
み
を
重
点
事
項

の
冒
頭
に
掲
げ
て
い
る
点
も
特
徴
で

あ
る
。利

用
者
保
護
へ
の
対
応

金
融
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て

は
、
利
用
者
の
満
足
度
の
高
い
金
融

シ
ス
テ
ム
を
目
指
し
、
そ
の
た
め
に

利
用
者
ニ
ー
ズ
の
重
視
と
利
用
者
保

護
ル
ー
ル
の
徹
底
を
図
る
と
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
個
人
情
報
保
護
法

の
施
行
後
も
な
お
、
個
人
情
報
等
の

紛
失
・
漏
洩
な
ど
利
用
者
保
護
の
観

点
か
ら
み
て
不
適
切
な
事
例
が
み
ら

れ
る
こ
と
や
、
最
近
の
検
査
結
果
な

ど
に
鑑
み
、
利
用
者
保
護
を
重
点
事

金
融
庁
は
、
七
月
八
日
、「
平
成
一
七
検
査
事
務
年
度
検
査
基
本
方
針
及
び
検
査
基
本
計
画
」（
以
下
、「
検
査

基
本
方
針
等
」
と
い
う
。）
を
公
表
し
、
〇
五
検
査
事
務
年
度
に
お
け
る
検
査
の
実
施
方
針
や
実
施
予
定
数
を

明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
の
検
査
基
本
方
針
は
、
昨
年
一
二
月
に
「
金
融
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が

策
定
さ
れ
て
以
降
初
め
て
の
も
の
で
あ
り
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
沿
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
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